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建設政策課

長野県木曽建設事務所告示第２号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年６月23日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県木曽建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和４年６月６日

	 長野県木曽建設事務所長　大瀬木　　　弘

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　361号

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

木曽郡木曽町日義534番の３地先から
木曽郡木曽町日義621番の１地先まで

旧

ｍ

9.5 ～ 35.0

Km

2.2966

木曽郡木曽町日義534番の３地先から
木曽郡木曽町日義621番の１地先まで

新

9.5 ～ 35.0 2.2966

木曽郡木曽町日義2172番の１地先から
木曽郡木曽町日義847番の１地先まで

11.0 ～ 55.4 3.1323

道路管理課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和４年６月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　イオンタウン長野三輪

　　　長野市三輪９丁目43番24号　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　三菱ＨＣキャピタルプロパティ株式会社

　　　東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

長野県告示第318号

　国土交通省国土地理院長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定による基本測量を終了し

た旨の通知がありました。

　　令和４年６月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　作業種類

　　基本測量　時空間変位確定測量

２　作業期間

　　令和４年１月１日から令和４年３月31日まで

３　作業地域

　　長野県全域
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農業技術課

令和４年（2022 年）６月６日発行（毎週月・木曜日発行。ただし休日の場合は翌日）
発行　長　野　県　〒 380-8570（専用番号）長野市大字南長野字幅下 692 の 2　電話 026（232）0111

３　変更した事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更

　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

三菱ＨＣキャピタルプロパティ株式
会社

船橋　啓二 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

三菱ＨＣキャピタルプロパティ株式
会社

西喜多　浩 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

４　変更した年月日

　　令和４年４月１日

５　届出年月日

　　令和４年５月23日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業政策課又は長野地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和４年６月６日から令和４年10月６日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業政策課又は長野地域振興局商工観光課

産業政策課

公告

　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、次の肥料の登録の有効期間を更

新しました。

　　令和４年６月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

更　新
年月日

登	録	の
有効期間

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保証成分量（％）
そ の 他 の 規 格

生産業者の氏名又は
名称及び住所

令和４年

６月６日

令和４年

６月27日

から

令和７年

６月26日

長	野	県

第893号

乾燥菌体肥料 丸善　ベジ

タブルグリ

ーン肥料

窒素全量　4.0％

リン酸全量1.0％

その他の規格

含有を許される有害成分

の最大量及びその他の制

限事項は、公定規格のと

おり

丸善食品工業株式会
社

長野県千曲市大字寂
蒔880番地


